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海外協定大学一覧（協定書含む）

派遣先大学 国名 受入人数

リバプール大学

University of Liverpool  
イギリス １０名以上

ダブリン市立大学

Dublin City University  
アイルランド １０名以上

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校

University of Wisconsin-Milwaukee
アメリカ １０名以上

カルガリー大学

University of Calgary
カナダ １０名以上

オーストラリア・カソリック大学

Australian Catholic University
オーストラリア １０名以上

アデレード大学

University of Adelaide
オーストラリア １０名以上

※各大学の協定書は次ページ以降に掲載
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ダブリン市立大学
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ウィスコンシン大学ミルウォーキー校
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カルガリー大学
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オーストラリア・カソリック大学
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アデレード大学
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明治学院大学学則（第 66 条抜粋）

第 66 条 学部長は，教授会を招集し，その議長となる。

２ 教授会は，次に掲げる教育研究に関する事項を審議する。ただし，第 1 号より第 5 号

までの事項については，その決定は大学評議会の承認を得なければならない。

（１）学部長候補者の推薦に関する事項

（２）教員の任免，留学者の人選等学部の人事（業績審査，職位等）に関する事項

（３）学部の予算編成に関する事項

（４）学科の設置および廃止に関する事項

（５）授業科目の設置および廃止に関する事項

（６）入学，編入学，卒業および学位に関する事項

（７）学科課程ならびに履修指導に関する事項

（８）留学，退学，休学および転学科に関する事項

（９）学生の賞罰に関する事項

（10）試験に関する事項

（11）委託生，科目等履修生および外国人学生に関する事項

（12）その他学部の組織および運営に関する事項

３ 教授会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとす

る。ただし，第 2 号についてはこの限りでない。

（１）前項第 1 号から第 11号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要事項で教授会の

意見を聴くことが必要と学長が判断した別紙に定める事項

（２）その他，学長の諮問した全学的事項に関する事項

４ 学長は，教授会の意見，決議を参考にすることができる。
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明治学院大学自己点検・評価規程

（目的）

第１条 この規程は，明治学院大学学則第 1 条の 2 第 2 項および明治学院大学大学院学則第 1

条の2第2項の規定に基づき，明治学院大学の建学精神を実践し，教育研究水準の向上を図り，

社会的責務を果たすために，教育研究および管理運営等に関する自らの点検及び評価（以下「自

己点検・評価」）の実施について，これを定める。

（委員会）

第２条 前条の目的を達成するために，自己点検・評価運営委員会を置く。

２ 自己点検・評価運営委員会委員長は，第１条の目的を達成するため，適宜，小委員会を設置

することができる。

（自己点検・評価運営委員会）

第３条 自己点検・評価運営委員会は，教育研究および管理・運営について，点検評価すべき事

項と点検評価項目に従って，各研究科，各学部（含む教養教育センター）および事務各部署に

於いてなされた点検評価を取り纏め，これを整理する。

２ この委員会は次の委員をもって構成する。

（１）学長

（２）副学長

（３）理事会代表 2名

（４）各学部（含む教養教育センター）長および法務職研究科長

（５）各学部（含む教養教育センター）および法務職研究科代表 1名

（６）各研究科委員長（法務職研究科委員長を除く）

（７）全学共通科目教育機構長

（８）学長室長

（９）総合企画室長

（10）自己点検推進室長

（11）宗教部長

（12）教務部長

（13）学生部長

（14）図書館長

（15）キャリアセンター長

（16）情報センター長

（17）総合支援室長

（18）入試センター長
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（19）国際センター長

（20）ボランティアセンター長

（21）大学事務局長

（22）大学事務局次長

（23）横浜管理部長

（24）総務部長

（25）人事部長

（26）経理部長

（27）管財部長

（28）大学院事務室長

（29）校友センター長

３ この委員の任期は職務上の委員以外は 2年とする。ただし，再任を妨げない。

４ 自己点検・評価運営委員会が特に必要と認めた場合は，構成員以外の者の出席を求めること

ができる。

５ 自己点検・評価運営委員会に，委員長及び副委員長を置く。

６ 自己点検・評価運営委員会の委員長は学長，副委員長は副学長とし，委員長が委員会を招集

し，その議長となる。

７ 委員会は委員の 3分の 2以上の出席をもって成立し，出席委員の過半数をもって決する。な

お，定足数には委任状も含むものとする。

（事務局）

第４条 各委員会および小委員会の事務局は，自己点検推進室に置き，事務を担当する。

（点検および評価の項目）

第５条 自己点検・評価の項目はつぎに掲げるものを基準とし，その細目については，自己点検・

評価運営委員会の定める指針による。

（１）大学における建学の精神と教育理念

（２）大学および学部学科（含む教養教育センター）の教育目標と教育方針

（３）教育活動

（４）学生支援

（５）ファカルティ・ディベロップメント（FD）

（６）教育組織・教員組織

（７）研究活動

（８）教員評価

（９）教育研究等環境

（10）社会との連携
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（11）国際交流

（12）事務組織

（13）管理・運営

（14）財政

（15）質保証の内部体制

２ 大学の中長期計画および年次計画に関する進捗状況の点検・評価を行うものとする。

（点検評価結果の公表）

第６条 自己点検・評価の結果は，学長の責任において公表する。

（結果の活用）

第７条 本学を構成するものは，個人たると組織たるとを問わず，自己点検・評価の結果をふま

え，積極的にその結果を活用して，教育研究活動の向上を図り，教育研究環境の整備充実を期

し，大学の管理運営の改善に資するよう努めるものとする。

（規程の改廃）

第８条 この規程の改廃は，自己点検・評価運営委員会および大学評議会の議を経て，常務理事

会の承認を得なければならない。
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明治学院大学外部評価委員会規程

（設置）

第１条 明治学院大学は，明治学院大学自己点検・評価規程に基づく自己点検・評価結果の妥当

性と客観性を高めるため，外部評価を実施する機関として外部評価委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。

（任務）

第２条 委員会は，本学が実施する自己点検・評価の結果について，検証および評価を行い，本

学の教育研究等の向上に資する提言をおこなう。

（組織）

第３条 委員会は，10名以内の委員をもって組織する。

２ 委員は本学の設置目的について理解のある学外の学識経験者等の中から学長が選考し，委嘱

する。

３ 委員会には，委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を陪席させることができる。

（任期）

第４条 委員の任期は 2年とする。但し，委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の

残任期間とする。

２ 委員は，再任されることができる。

（委員長）

第５条 委員会には，委員長を置く。

２ 委員長は，委員のうちから学長が指名する。

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

４ 委員長の任期は 2年とする。但し，委員長が欠けた場合の後任者の任期は，前任者の残任期

間とする。

５ 委員長は，再任されることができる。

（守秘義務）

第６条 委員会の委員は，この規程に基づく評価を行う際に知り得た事項のうち，秘すべきとさ

れた事項は，他に漏らしてはならない。

（事務局）

第７条 委員会の事務局は，自己点検推進室に置き，事務を担当する。

（規程の改廃）

第８条 この規程の改廃は，自己点検・評価運営委員会および大学評議会の議を経て，常務理事

会の承認を得なければならない。
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明治学院大学 FD・教員評価検討委員会規程

（設置）

第１条 明治学院大学は，ファカルティ・ディベロップメント（以下「FD」という）を推進し，

同時に教員の教育活動等の評価を組織的に推進するために，FD・教員評価検討委員会（以下「委

員会」という）を設置する。

（定義）

第２条 明治学院大学における FD・教員評価とは，大学の教育理念および各学部・学科・教養

教育センター・教職課程，各研究科・専攻の教育目標に則した授業内容や教育方法を評価・改

善し，教育の質の向上を図る組織的な取組みの総称である。

（任務）

第３条 委員会の任務は次の各号に掲げる事項とする。

（１）授業評価アンケートにおける調査内容に関する事項

（２）授業改善に繋がる啓発活動全般に関する事項

（３）教員の教育活動の評価方法に関する事項

（４）その他委員会が必要と認める FD および教員評価に関する重要事項

２ 委員会は前項の任務を果たすため，下部組織として適宜，部会を設置することができる。

（組織）

第４条 委員会は次の委員をもって構成する。

（１）副学長

（２）学長補佐（教学改革担当）

（３）各学科主任，教養教育センター主任，教職課程主任，および各専攻主任

（４）総合企画室長

（５）教務部長

（６）大学事務局長

２ 委員長は副学長がこれにあたり，委員会を招集し，その議長となる。

（事務局）

第５条 委員会および部会の事務局は，総合企画室に置き，事務を担当する。

（規程の改廃）

第６条 この規程の改廃は，委員会の議を経て大学評議会および常務理事会の承認を得るものと

する。
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